
事 務 連 絡

令和2年2月4日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内におけ

る感染者の発生を受けて、水際対策を着実に実施するため、 「新型コロナウイルスに関連し

た感染症の発生に係る検疫対応について」 （令和2年1月24日付け事務連絡)および｢新型

コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての14日以内の発生国滞在歴に関する確認につ

いて」 （令和2年2月1日付け事務連絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般、中華人民共和国から本邦へ到着する航空機、客船（貨客船を含む）の全乗客乗員の

湖北省滞在歴等を確実に把握するため､健康カードの配布とあわせて､質問票の徴集につい

ても対応することとします。

各検疫所におかれましては、下記事項に留意し、実施に遺漏無きようお願いします。

なお、 14日間以内に湖北省滞在歴がある者については、健康状態のフォローアップを実

施することとなりますので､対象者の質問票を検疫所業務管理室へ送付願います｡あわせて、

湖北省滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合においては､速やかに検疫所業務管理

室へ連絡願います。

記

1．質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること

2．検疫所は、印刷した質問票を航空会社（船社）へ持ち込み、機内（船内）に事前に搭載

するよう依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう依頼す

ること

3． 2．の対応が難しい場合、検疫官が直接、質問票を配布、記入させ、徴収すること

4． 2．で記入された質問票については､検疫ブースもしくは船内において検疫官が内容を

確認のうえ、湖北省滞在歴の有無を確認すること。その結果､湖北省滞在歴および症状



がない場合においては｢青い紙」を配布すること。湖北省滞在歴または発熱等の疑いが

ある場合は「赤い紙」を配布すること

5． 「赤い紙」を配布した者に対して、問診･診察の結果、新型コロナウイルスを疑う場合

においては、検査等を実施するとともに、必要な措置を講ずること。

6．湖北省滞在歴を有し、症状がない者においては､厚生労働省において、健康状態のフォ

ローアップを実施するため、速やかに質問票を検疫所業務管理室へ送付すること

以上



事 務 連 絡

令和2年2月12日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内におけ

る感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症への検

疫対応に際しての質問票の取り扱いについて」 （令和2年2月4日付け事務連絡）により、

検疫対応をお願いしているところです。

中華人民共和国における発生状況を踏まえ、湖北省に加え漸江省についても14日間の滞

在歴を確認することとし、 14日間以内に湖北省又は斯江省滞在歴がある者については、健

康状態のフォローアップを実施することとなりますので、対象者の質問票を検疫所業務管

理室へ送付願います。あわせて、 14日間以内に湖北省又は漸江省滞在歴があり、症状を有

する者を発見した場合においては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

また､各検疫所におかれましては､下記事項に留意し､実施に遺漏無きようお願いします。

記

1．質問票は日、英、中、裏面を2アップ両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

2．検疫所は、印刷した質問票を航空会社（船社）へ持ち込み、機内（船内）に事前に搭載

するよう依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう依頼す

ること。

3． 2．の対応が難しい場合、検疫官が直接、質問票を配布、記入させ、徴集すること。

4． 2．で記入された質問票については､検疫ブースもしくは船内において検疫官が内容を

確認のうえ、湖北省又は斯江省滞在歴の有無を確認すること。その結果､湖北省又は漸

江省滞在歴がない場合においては｢青い紙」を配布すること。湖北省又は漸江省滞在歴

がある場合は「赤い紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者のうち、 14日間以内に湖北省滞在歴のある者、又は、 14日間

以内に漸江省滞在歴があり、問診･診察の結果､新型コロナウイルスを疑う場合におい

ては、検査等を実施するとともに、必要な措置を講ずること。

6．湖北省又は漸江省滞在歴を有する者においては､厚生労働省において､健康状態のフォ

ローアップを実施するため、速やかに質問票を検疫所業務管理室へ送付すること。

以上



事 務 連 絡

令和2年2月26日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて
一

(流行地域の追加）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内におけ

る感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症への検

疫対応に際しての質問票の取り扱いについて」 （令和2年2月4日付け事務連絡）及び「新

型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて」 （令和2年2

月12日付け事務連絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般､中華人民共和国湖北省､漸江省に加えて大韓民国における患者の感染拡大状況を踏

まえ、大邸広域市及び慶尚北道清道郡についても14日間の滞在歴を確認することとし、 14

日間以内に中華人民共和国湖北省、漸江省に加えて大韓民国大邸広域市及び慶尚北道清道

郡（以下、 「流行地域」という｡）に滞在歴がある者についても健康状態のフォローアップを

実施することとなりますので、対象者の質問票について検疫所業務管理室に送付いただく

とともに、 「新型コロナウイルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアッ

プセンターの連携について」 （令和2年2月18日付け事務連絡)に基づき対応いただきます

ようお願いします。あわせて、 14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を

発見した場合においては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

また､各検疫所におかれましては､下記事項に留意し､実施に遺漏無きようお願いします。

記

1．質問票は両面赤黒コピーMサイズにて印刷すること。

2．検疫所は､印刷した質問票を中国及び韓国からの航空会社(船社)へ持ち込み､機内(船

内）に事前に搭載するよう依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記

入するよう依頼すること。

3． 2．の対応が難しい場合、検疫官が直接、質問票を配布、記入させ、徴集すること。な

お質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について指

さしボードによる確認を実施すること。

4． 2．で記入された質問票については､検疫ブースもしくは船内において検疫官が内容を

確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､流行地域に滞在歴が



ない場合においては「青い紙」を配布すること。流行地域に滞在歴がある場合は「赤い

紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者のうち、 14日間以内に流行地域に滞在歴のある者、又は、 14

日間以内に流行地域滞在歴があり、問診･診察の結果､新型コロナウイルスを疑う場合

においては、検査等を実施するとともに、必要な措置を講ずること。

6．流行地域に滞在歴を有する者においては､健康フォローアップについて｢新型コロナウ
イルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携に

ついて」 （令和2年2月18日付け事務連絡）に基づき対応すること。

以上



事務連絡

令和2年2月29日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症に対するイランから入国する者の検疫対応について

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省及び漸江省､大

韓民国大邸広域市及び慶尚北道清道郡からの入国者に対して検疫を強化してい

るところです。

今般、外務省からイランの一部地域（コム州、テヘラン州、ギーラーン州）に

ついて、レベル3 （渡航中止勧告）の感染症危険情報が出されたことで当地域に

ついては、当面の間、下記事項に留意し、実施に遺漏無きようお願いします。

記

ポスター（別添）を用いて入国者に対して注意喚起を行い、 自己申告を

促すこと。

当該地域に滞在歴のある者からの自己申告があった場合は、 14日以内

に滞在していたか確認すること。

14日以内に滞在していたことが確認された場合は、現行で使用してい

る質問票により、健康状態等の聞き取りを行うこと。

当該者については検体を採取し、PCR検査を実施すること。また、結果

判明までは、原則該当者を検疫所に留め置くこと。

なお、 3．の対応で、滞在歴が確認された場合は、遅滞なく検疫所業務

管理室へ概要を報告すること。

1．

2．

3．

4．

5．

以上



事 務 連 絡

令和2年3月6日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて
●

(流行地域の追加）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内にお

ける感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症への

検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて（流行地域の追加)」 （令和2年2月26日付

け事務連絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般、中華人民共和国湖北省及び漸江省並びに大韓民国大邸広域市及び慶尚北道清道郡

のみならず、大韓民国慶山市、義城郡、漆谷郡、永川市、軍威郡及び星州郡並びにイラン・

イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州における患者の感染拡大状況を踏ま

え、当該地域についても14日間の滞在歴を確認することとし、 14日間以内に中華人民共和

上宛 び、 制 盈並びに 広 び借
、 勿、

星j， ぴ 、びにーンのコム'､I， テヘーン'1 び。－ー－ン

州（以下、 「流行地域」という｡）に滞在歴がある者について、健康状態のフォローアップを

実施することとなりますので、対象者の質問票について検疫所業務管理室に送付いただく

とともに、 「新型コロナウイルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアッ

プセンターの連携について」 （令和2年2月18日付け事務連絡)に基づき対応いただきます

ようお願いします。あわせて、 14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を

発見した場合においては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

また､各検疫所におかれましては､下記事項に留意し､実施に遺漏無きようお願いします。

なお、令和2年2月29日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対するイランから

入国する者の検疫対応について」については、本日付けで廃止することとする。

記

質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

検疫所は、流行地域からの直行便について、印刷した質問票を機内（船内）に事前に搭

載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう合

わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存在しない場合、ポスター等を用

いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促すこととする。なお、流行地域に

●
●

１
２



滞在歴のある者からの自己申告があった場合は、 14日以内に滞在していたか確認し、

14日以内に滞在していたことが確認された場合は、質問票を記入させること。

3． 2．の搭載対応が難しい場合､検疫官が直接､質問票を配布､記入させ､徴集すること。

なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について

指さしボードによる確認を実施すること。

4． 2．又は3．で記入された質問票については､検疫ブースもしくは船内等において検疫

官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､流行地域

に滞在歴がない場合においては｢青い紙」を配布すること。流行地域に滞在歴がある場

合は「赤い紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者のうち、 14日間以内に流行地域に滞在歴のある者、又は、 14

日間以内に流行地域滞在歴があり、問診･診察の結果､新型コロナウイルスを疑う場合

においては、検査等を実施するとともに、必要な措置を講ずること。

6.流行地域に滞在歴を有する者においては､健康フォローアップについて｢新型コロナウ

イルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携に

ついて」 （令和2年2月18日付け事務連絡）に基づき対応すること。

以上



事 務 連 絡

令和2年3月10日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

(流行地域の追加）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内にお

ける感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症へ

の検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて(流行地域の追加)」 （令和2年3月6日

付け事務連絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般、以下の地域（下線の地域）において患者の感染拡大状況を踏まえ、当該地域につ

いても14日間の滞在歴を確認することとし、 （以下、 「流行地域」という｡）に滞在歴があ

る者について､健康状態のフォローアップを実施することとなりますので､対象者の質問

票について検疫所業務管理室に送付いただくとともに、 「新型コロナウイルス感染症に関

する都道府県等と厚生労働省健康フオローアツプセンターの連携について」 （令和2年2

月18日付け事務連絡）に基づき対応いただきますようお願いします。

なお、 14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合におい

ては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

中華人民共和国

大韓民国

湖北省及び漸江省

大邸市広域市及び慶尚北道清道郡､慶山市､安東市､永川市、

漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡

コム州、テヘラン州、ギーラーン州、マーザンダラン州、イラン・イスラム共和国

アルボルズ州、マルキャズィク$Iイスファハン州、 、

カズヴィーン州誕セムナーン州ゴレスタン州及び

ロレスタン州

ロンバルデイア州、ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ外イタリア共和国

マルケ州及びピエモンテ州

サンマリノ共和国 全ての地域



また､各検疫所におかれましては､下記事項に留意し､実施に遺漏無きようお願いします。

記

1．質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

2．検疫所は、流行地域からの直行便について、印刷した質問票を機内（船内）に事前に搭

載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう合

わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存在しない場合、ポスター等を用

いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促すこととする。なお、流行地域に

滞在歴のある者からの自己申告があった場合は、 14日以内に滞在していたか確認し、

14日以内に滞在していたことが確認された場合は、質問票を記入させること。

3． 2．の搭載対応が難しい場合､検疫官が直接､質問票を配布､記入させ､徴集すること。

なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について

指さしボードによる確認を実施すること。

4． 2．又は3．で記入された質問票については､検疫ブースもしくは船内等において検疫

官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､流行地域

に滞在歴がない場合においては「青い紙」を配布すること。流行地域に滞在歴がある場

合は「赤い紙」を酉肺すること。

5． 「赤い紙」を配布した者のうち、 14日間以内に流行地域に滞在歴のある者、又は、 14

日間以内に流行地域に滞在歴がない者で問診･診察の結果､新型コロナウイルスを疑う

場合においては、検査等を実施するとともに、必要な措置を講ずること。

6．流行地域に滞在歴を有する者においては､健康フォローアップについて｢新型コロナウ

イルス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携に

ついて」 （令和2年2月18日付け事務連絡）に基づき対応すること。

以上



事 務 連 絡

令和2年3月12日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

(一部追記）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内にお

ける感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症へ

の検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて(流行地域の追加)」 （令和2年3月6日

付け事務連絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般、以下の地域（下線の地域）において患者の感染拡大状況を踏まえ、当該地域につ

いても過去14日間の滞在歴を確認することとし、 （以下、 「流行地域」という｡）滞在歴が

ある者について､健康状態のフォローアップを実施することとなりますので､対象者の質

問票について検疫所業務管理室に送付いただくとともに、 「新型コロナウイルス感染症に

関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携について」 （令和2年

2月18日付け事務連絡）に基づき対応いただきますようお願いします。

なお、過去14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合に

おいては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

中華人民共和国

大韓民国

湖北省及び漸江省

大邸市広域市及び慶尚北道清道郡､慶山市､安東市､永川市、

漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡

コム州、テヘラン州、ギーラーン州、マーザンダラン州、イラン・イスラム共和国

イスファハン州、 アルボルズ州、マルキャズィク、 、

カズヴィーン州、セムナーン州、ゴレスタン州及び

ロレスタン州

ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ州イタリア共和国

マルケ州及びピエモンテ州

全ての地域サンマリノ共和国



また､各検疫所におかれましては､下記事項に留意し､実施に遺漏無きようお願いします。

記

1．質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

2．検疫所は、流行地域からの直行便について、印刷した質問票を機内（船内）に事前に搭

載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう合

わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存在しない場合、ポスター等を用

いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促すこととする。なお、流行地域に

滞在歴のある者からの自己申告があり、過去14日以内に滞在していたか確認された場

合は、質問票を記入させること。

3． 2．の搭載対応が難しい場合､検疫官が直接､質問票を配布､記入させ､徴集すること。

なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について

指さしボードによる確認を実施すること。

4． 2．又は3．で記入された質問票については、検疫ブースもしくは機内（船内）におい

て検疫官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､過

去14日以内に流行地域に滞在歴がある者においては「赤い紙」を配布すること。流行
地域に滞在歴がない者においては「青い紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者については､検査を実施するとともに、必要な措置を講ずるこ

と。なお､検査結果が判明するまでは が指定した にまるよ‐に菫 る

三上里

､健康フォローアップについて「新型コロナウイル6．

ス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携につい

て」 （令和2年2月18日付け事務連絡）に基づき対応すること。

以上



事 務 連 絡

令和2年3月18日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

(流行地域の追加）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内におけ

る感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症への検

疫対応に際しての質問票の取り扱いについて（一部追記)」 （令和2年3月12日付け事務連

絡）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般、以下の地域（下線の地域）における患者の感染拡大状況を踏まえ、当該地域につい

ても過去14日間の滞在歴を確認することとし、 （以下、 「流行地域」という｡）滞在歴がある

者について､健康状態のフォローアップを実施することとなりますので､対象者の質問票に

ついて検疫所業務管理室に送付いただくとともに、 「新型コロナウイルス感染症に関する都

道府県等と厚生労働省健康フオローアップセンターの連携について」 （令和2年2月18日

付け事務連絡）に基づき対応いただきますようお願いします。

なお、過去14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合にお

いては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

【流行地域】

中茎畠人民共和国 湖北省及び漸江省

大韓民国 大邸広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永

川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡

イラン・イスラム共和国 ギーラーン州、コム州、テヘラン州、アルボルズ州、

イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セ

ムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州及び

ロレスタン州

イタリア共和国 ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリアーロマーニ

ャ州、マルケ州、ピエモンテ州、 ヴァッレ・ダオスタ

州、 トレンテイーノ＝アルト・アディジェ州、フリウ
リーヴェネツィア・ジュリア州及びリグーリア州



また、各検疫所におかれましては、令和2年3月19日午前0時（日本時間）以降に外国

を出発し、本邦に来航する便を対象に、下記事項に留意し、適正かつ確実に実施いただきま

すようお願いします。

記

1．質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

2．検疫所は、流行地域からの直行便について、印刷した質問票を機内（船内）に事前に搭

載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう合

わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存在しない場合、ポスター等を用

いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促すこととする。なお、流行地域に

滞在歴のある者からの自己申告があり、過去14日以内に滞在していたか確認された場

合は、質問票を記入させること。

3． 2．の搭載対応が難しい場合､検疫官が直接､質問票を配布､記入させ､徴集すること。

なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について

指さしボード等による確認を実施すること。

4． 2．又は3．で記入された質問票については、検疫ブースもしくは機内（船内）におい

て検疫官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､過

去14日以内に流行地域に滞在歴がある者においては「赤い紙」を配布すること。過去

14日以内に流行地域に滞在歴がない者においては「青い紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者については､検査を実施するとともに、必要な措置を講ずるこ

と。なお､検査結果が判明するまでは検疫所長が指定した場所に留まるように要請する

こと。

6． 「赤い紙」を配布した者については、健康フォローアップについて「新型コロナウイル

ス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携につい

て」 （令和2年2月18日付け事務連絡）に基づき対応すること。

以上

スイス連ま I
＝

ティチーノ1 1 1 及びバーゼルーシュタッ 、 Z 進一 ｊ
Ｊ 1

スペイン王 型
一

ナバラリb 、 バスクク1

、
マ ぐリ ー §』 及びラ・リオハ1 1 1

アイスランド共和
■■■■■

玉
ﾛ■■■■■ 全ての地域

サンマリノ共和国 全ての地域



事 務 連 絡

令和2年3月26日

各検疫所御中

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症への検疫対応に際しての質問票の取り扱いについて

(流行地域の追加）

新型コロナウイルス感染症については、中華人民共和国湖北省武漢市や日本国内におけ

る感染者の発生を受けて、質問票の取扱いについては、 「新型コロナウイルス感染症への検

疫対応に際しての質問票の取り扱いについて（流行地域の追加)」 （令和2年3月18日付け

事務連絡(最終改訂令和2年3月20日)）により、検疫対応をお願いしているところです。

今般､以下の地域（下線の地域）における患者の感染拡大状況を踏まえ、当該地域につい

ても過去14日間の滞在歴を確認することとし、 （以下、 「流行地域」という｡）滞在歴がある

者について､健康状態のフォローアップを実施することとなりますので､対象者の質問票に

ついて検疫所業務管理室に送付いただくとともに、 「新型コロナウイルス感染症に関する都

道府県等と厚生労働省健康フオローアップセンターの連携について」 （令和2年3月20日

付け事務連絡）に基づき対応いただきますようお願いします。

なお、過去14日間以内に流行地域に滞在歴があり、症状を有する者を発見した場合にお

いては、速やかに検疫所業務管理室へ連絡願います。

【流行地域】

中華人民共和国 湖北省及び漸江省

大韓民国 大邸広域市、慶尚北道清道郡､慶山市、安東市、永

川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡

イラン・イスラム共和国 全ての地域

アイルランド 全ての地域

アンドラ 全ての地域

イタリア 全ての地域

エストニア 全ての地域

オーストリア 全ての地域

オランダ 全ての地域

スイス 全ての地域

スウェーデン 全ての
■
ｄ
■且域

スペイン 全ての地域



また、各検疫所におかれましては、会和2年3月27日午前0時（日本時間）以降に外国
を対象に、下記事項に留意 適正かつ確実に施いただ まを出発し 。【に刺 る価

すようお願いします。

記

1．質問票は両面赤黒コピーA4サイズにて印刷すること。

2．検疫所は、流行地域からの直行便について、印刷した質問票を機内（船内）に事前に搭

載するように依頼し、機内（船内）において、乗客の降機（下船）前に記入するよう合

わせて依頼すること。また、流行地域からの直行便が存在しない場合、ポスター等を用

いて入国者に対して、注意喚起を行い、自己申告を促すこととする。なお、流行地域に

滞在歴のある者からの自己申告があり、過去14日以内に滞在していたか確認された場

合は、質問票を記入させること。

3． 2．の搭載対応が難しい場合､検疫官が直接､質問票を配布､記入させ､徴集すること。

なお質問票を搭載できるまでの間は、検疫ブースにおいて流行地域への滞在について

指さしボード等による確認を実施すること。

4． 2．又は3．で記入された質問票については、検疫ブースもしくは機内（船内）におい

て検疫官が内容を確認のうえ、流行地域の滞在歴の有無を確認すること。その結果､過

去14日以内に流行地域に滞在歴がある者においては「赤い紙」を配布すること。過去

14日以内に流行地域に滞在歴がない者においては「青い紙」を配布すること。

5． 「赤い紙」を配布した者については、検査を実施するとともに､必要な措置を講ずるこ

と。なお､検査結果が判明するまでは検疫所長が指定した場所に留まるように要請する

こと。

6． 「赤い紙」を配布した者については、健康フォローアップについて「新型コロナウイル

ス感染症に関する都道府県等と厚生労働省健康フォローアップセンターの連携につい

て」 （令和2年3月20日付け事務連細に基づき対応するとともに、 「中華人民共和国

で発生した新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」 （令和2年3月19

日付閣議了解） と同様に検疫所長が指定する場所において14日間待機し、公共交通機

関を使用しないことを要請すること。

以上

スロベニア 全ての地i 戎

デンマーク 全ての1 h域

ドイツ 全ての地域

ノルウェー 全ての地域

バチカン 全ての地域

フランス 全ての地域

ベルギー 当
一

4■■■≧ての地域

ポルトガル 全ての； 凹域

マルタ 全ての1 且域

モナコ 全ての地域

リヒテンシュタイン 全ての地域

ルクセンブルグ 全ての地域



事 務 連 絡

令和2年S月25日

各検疫所御中

健康局結核感染症課

医薬 ・ 生活衛生局

生活衛生・食品安全企画課

検疫所業務管理室

新型コロナウイルス感染症発生国からの検疫対応について

（米国全域追加）

新型コロナウイルス感染症については、 「新型コロナウイルス感染症発生国からの検疫対

応について」 （令和2年3月20日付け事務連絡、以下「S月20日付け事務連絡』という｡）

により、検疫対応をお願いしているところです。

引き続き、 s月20日付け事務連絡による対応に加え、今般、新型コロナウイルス感染症

の感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて､水際対策の抜本的強化に向けた更な

る施策を関係省庁が連携して実施することとし、当面の間、新型コロナウイルス感染症対策

本部決定のとおり対応することとなりましたので、 令和2年S月26日午前0時（日本時間）

より下記のとおり対応をお願いいたします。

記

1 ．中華人民共和国、大韓民国、ヨーロッパ諸国※、イラン、エジプト及び米国全域から来

航する航空機又は船舶に搭乗又は乗船していた者については、検疫法第34条の規定に基

づく政令(令和2年政令第28号）において準用する同法第14条第1項第1号に規定する

隔離又は同項第2号に規定する停留を必要なものに行うこと。

※シェンゲン協定加盟国（アイスランド、イタIノア、エストニア、オーストリア、オラ

ンダ、ギリシヤ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チエコ、

デンマーク、 ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、

ポーランF、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、 リヒテンシュタイン、ルク

センブルク)、アイルランド、アンドラ、英国、キプロス、クロアチア、サンマリノ、

バチカン、ブルガ'ノア、モナコ、ルーマニアの全域

2． 中華人民共和国、大韓民国、ヨーロッパ諸国、イラン、エジプト及び米国全域から来
一

航する航空機又は船舶に搭乗又は乗船していた者については､検疫所長が指定する場所に



おいて14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請すること。

S. 2.の要請は、健康カードにより行い、以下の確認等を行うこと。

ア）健康カードの滞在先について記載があり、質問票の滞在先と相違ないことを確認し、

右下のチェック欄に署名を行うこと。
イ）質問票の表面右下にある滞在先について、自宅、その他（宿泊施設等）であるかのチ

ェックを確認し、検疫所長が指定する場所※'において14日間待機し、公共交通機関※2

を使用しないこと及び公共交通機関を使用しないことを要請すること。

また､宿泊先が決まっていない者については､宿泊施設を確保するよううながすこと。

※1 公共交通機関を使用しないことを前提として、国内に居所がある者は待機場所を

自宅にすることができる。また、ホテルを予約している者も同様の扱いとすること

ができる。

※2公共交通機関とは、不特定多数が利用する電車、バス、タクシー等

4．中華人民共和国、大韓民国、ヨーロッパ諸国、イラン、エジプト及び氷国全域を14日
間以内に出発して、第三国を経由して到着する者については、ポスターによる呼びかけ等

により、自己申告を促し、3月20日付け事務連絡による対応に加え、中華人民共和国、

大韓民国、ヨーロッパ諸国、イラン、エジプト及び米国全域を14日間以内に出発して到

着した者については、質問票を徴収し、 2. S. と同様に対応すること。

検疫強化に関する発生国ごとの取り扱いについて（別紙）

新型コロナウイルス感染症対策本部（第22回）

https://剛Ⅷ.cas・gO・ jp/jp/influenza/sidairO20323・pdf

ルス感染症〕環対策の抜本的強化について（新型コロ

https://ⅧⅧ.mhIw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_OOO98.html

水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和2年3月24日時点版）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite bunya/kenkouiryou/covidl9qakanren

kigyou_OOOO1.html

以上



(別紙）

検疫強化に関する発生国ごとの取り扱いについて

今回の検疫強化の変更による、発生国ごとの検疫対応は以下のとおりです。

●中国、韓国、 ヨーロッパ諸国、イラン、エジプト及び米国

●上記以外の国

PCRj金査 聯 1
ｌ
●
Ｄ
Ｇ
ｐ 亭・雪､待機･公共交遣機 勇のラ §I f 1

流
行
地
域

有症者
濃厚接触者※

→ 実施

※状況に応じて実施

無症者 → 実施

ゾ PCR検査結果
・陽性→隔離【検疫法に基づく措置】

･陰性 → 検疫所長の指定する場所で14日間待機
公共交通機関の利用不可(要請）

γ全員が14日間の健康フオローアップの対象

ザ PCR検査判明まで自宅待機可(公共交通機関を利用しな
いよう強く説明）
vPCR検査結果
･陽性

･陰性

→

→

隔離･停留(入院)【検疫法に基づく措置】

検疫所長の指定する場所で14日間待機
公共交通機関の利用不可(要請）

γ全員が14日間の健康フオローアップの対象

流
行
地
域
以
外

有症者
濃厚接触者※

→ 実施

※状況に応じて実施

無症者 → 実施せず

γ PCR検査結果

･陽性

･陰性

→

→

隔離【検疫法に基づく措置】

検疫所長の指定する場所で14日間待機
公共交通機関の利用不可(要請）

ゾ全員が14日間の健康フオローアップの対象

ゾ
ザ
検疫所長の指定する場所で14日間待機
公共交通機関の利用不可(要請）
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有症者※
濃厚接触者※

→ 実施

※状況に応じて実施

ゾ PCR検査結果

･陽性

･陰性

→

→

隔離【検疫法に基づく措置】

なし

無症者 → 実施せず なし


